
米代川水系河川整備計画（素案）と米代川水系河川整備計画（原案）の対比表 

 米代川水系河川整備計画（素案） 米代川水系河川整備計画（原案） 

 

 
 
 
 
 
 
 

米代川水系河川整備計画素案 
 

（大臣管理区間） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 1６年 １１月 
 
 
 

東北地方整備局 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

米代川水系河川整備計画原案 
 

（大臣管理区間） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 1７年 １月 
 
 
 

東北地方整備局 
 
 

 

1 / 16 ページ



米代川水系河川整備計画（素案）と米代川水系河川整備計画（原案）の対比表 

 米代川水系河川整備計画（素案） 米代川水系河川整備計画（原案） 

米代川水系 河川整備計画原案（大臣管理区間） 
 

目  次 
１．計画の基本的考え方 1 ････････････････････････････････････････････

1. 1 計画の主旨 1 ･･･････････････････････････････････････････････････

1. 2 計画の位置づけ 1 ･･･････････････････････････････････････････････

1. 3 計画の対象区間 1 ･･･････････････････････････････････････････････

1. 4 計画の対象期間 2 ･･･････････････････････････････････････････････

２．米代川の概要 3 ･･････････････････････････････････････････････････････

2. 1 流域及び河川の概要 3 ･･･････････････････････････････････････････

2.2 洪水と渇水の歴史 9 ･･････････････････････････････････････････････

2. 3 自然環境 14 ･････････････････････････････････････････････････････

2. 4 歴史・文化 17 ･･･････････････････････････････････････････････････

2. 5 河川利用 18 ･････････････････････････････････････････････････････

2. 6 地域との連携 21 ･････････････････････････････････････････････････

３．川づくりの基本理念 22 ･･･････････････････････････････････････････････

４．米代川の現状と課題 25 ･･･････････････････････････････････････････････

4. 1 安全・安心の川づくり 25 ･････････････････････････････････････････

4. 2 豊かな自然を次世代に引き継ぐ川づくり 33 ･････････････････････････

4. 3 豊かな暮らしを支える川づくり 37 ･････････････････････････････････

4. 4 地域の活性化に寄与する川づくり 38 ･･･････････････････････････････

4. 5 住民参加と地域連携による川づくり 39 ･････････････････････････････

 

 

 

 

 

米代川水系 河川整備計画素案（大臣管理区間） 
 

目  次 
１．計画の基本的考え方 1 ････････････････････････････････････････････

1. 1 計画の主旨 1 ･･･････････････････････････････････････････････････

1. 2 計画の位置づけ 1 ･･･････････････････････････････････････････････

1. 3 計画の対象区間 1 ･･･････････････････････････････････････････････

1. 4 計画の対象期間 2 ･･･････････････････････････････････････････････

２．米代川の概要 3 ･･････････････････････････････････････････････････････

2. 1 流域及び河川の概要 3 ･･･････････････････････････････････････････

2.2 洪水と渇水の歴史 9 ･･････････････････････････････････････････････

2. 3 自然環境 14 ･････････････････････････････････････････････････････

2. 4 歴史・文化 17 ･･･････････････････････････････････････････････････

2. 5 河川利用 18 ･････････････････････････････････････････････････････

2. 6 地域との連携 21 ･････････････････････････････････････････････････

３．川づくりの基本理念 22 ･･･････････････････････････････････････････････

４．米代川の現状と課題 25 ･･･････････････････････････････････････････････

4. 1 安全・安心の川づくり 25 ･････････････････････････････････････････

4. 2 豊かな自然を次世代に引き継ぐ川づくり 33 ･････････････････････････

4. 3 豊かな暮らしを支える川づくり 37 ･････････････････････････････････

4. 4 地域の活性化に寄与する川づくり 38 ･･･････････････････････････････

4. 5 住民参加と地域連携による川づくり 39 ･････････････････････････････

 

 

 
 

2 / 16 ページ



米代川水系河川整備計画（素案）と米代川水系河川整備計画（原案）の対比表 

 

 12

米代川水系河川整備計画（素案） 米代川水系河川整備計画（原案） 

  

(3)治水事業の沿革 

米代川の治水事業は、江戸時代の秋田城主佐竹氏による航路維持のための工事が

行われてからと伝えられています。 
治水事業は、昭和 7年 8月及び昭和 10年 8月の洪水を契機として、昭和 11年か

ら国の直轄事業として着手し、二ツ井町における※計画高水流量を5,200m3/sとして、
二ツ井町切石地先から下流 26kmの区間を対象に改修工事が行われました。その内
容は、能代市鶴形地区の築堤や、二ツ井町富根地区での河道掘削、能代河川国道事

務所（旧米代川改修事務所）では初の構造物である羽立※樋管（能代市）等の新設が

主なものでした。 
また、昭和 22年 8月の洪水を契機に、昭和 23年には改修対象区域を大館市まで

延長し、さらに昭和 26年 7月の洪水を契機に、昭和 29年には二ツ井町地点におけ
る計画高水流量を 6,000m3/s に改訂しました。この間の治水事業は、二ツ井町二ッ
井・富根地区や鷹巣町鷹巣地区の築堤、小猿部川※捷

しょう

水路
すい ろ

（鷹巣町）、桧山川水門

（能代市）、河口部の能代市中島地区※導流堤の施工が中心でした。 
さらに、昭和 47年 7月の戦後最大規模の大洪水を契機として、昭和 48年に基準

地点二ツ井において※基本高水流量 9,200m3/sとし、これを流域内の洪水調節施設に
より 1,000m3/s 調節し、計画高水流量を 8,200m3/s とする計画を決定し、森吉山ダ
ムの建設（昭和 61年建設着手から現在建設中）をはじめ、能代市中川原・落合・朴
瀬の各地区や、二ツ井町二ッ井地区、大館市吉富士地区等の築堤、二ツ井町二ッ井

左岸地区の河道掘削、悪土川地区※内水
ないすい

対策（能代市）等の事業を実施しています。 
 「米代川水系河川整備基本方針」では、既往の計画を踏襲する治水計画となって

おり、具体的な事業展開については、本計画に基づき実施します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
※計画高水流量：ダムなどの調節施設を除き、河道のみで洪水処理する流量。 
※樋管：支川等の流水の排水のために堤防に設けられる施設。樋門も同じ目的ですが、規模が大きくなります。  
※捷水路：蛇行した川の区間を直線に近い形で短くしてつなぐために開削した人工水路。 
※導流堤：川の流れの向きを調節するために築造される堤防。 
※基本高水流量：流域に降った雨がダムなどの施設によって調節されない状態で川に流出する流量。 
※内水：洪水時に本川水位が上昇し、降雨に伴う支川のスムーズな流下が困難となって氾濫する現象。 
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※計画高水流量：河道の整備で対応する流量。 
※樋管：支川等の流水の排水のために堤防に設けられる施設。樋門も同じ目的ですが、規模が大きくなります。  
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図２－９ 米代川直轄区間の変遷 
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２．３自然環境 

(1)流域の概要 

米代川流域は、原生的なブナ天然林が世界最大級の規模で分布することから、世

界自然遺産に登録された白神山地をはじめ、十和田八幡平国立公園や 4 つの県立公

園があり、山麓を中心に豊かな自然環境に恵まれています。 
流域の植生は、山間部では山麓を中心にスギの植林が広く分布し、標高が高い区

域には、ブナ林が分布しています。中腹部にはコナラ、クリ林が広く分布していま

す。 
一方、米代川沿川には、ヤナギ類等の高木群落が広く分布し、その他オニグルミ

群落等が分布しています。また、イタチハギ群落等の低木群落が分布し、草本群落

ではオギ群落やイタチハギ－オギ群落、ヨモギ群落等が見られます。 
魚類は、カワヤツメ、サケ、サクラマス、アユ、シロウオなどが遡上するほか、

ウグイ、カジカなど 60 種以上が生息しています。特に、米代川は東北屈指のアユの

生息地で、9～10 月になると、中流部の広い瀬の続くところではアユの産卵する姿

を見かけることができます。また、全国的に減少し絶滅の恐れのあるトミヨやギバ

チなどが確認される等、自然環境が豊かな河川となっています。 
鳥類は貴重な種が多く、とくに白神山地や阿仁川上流部及び森吉山周辺には、天

然記念物に指定されたクマゲラが生息しています。さらに、河口部に広がる海岸砂

丘やその後背地の池沼・湿地などには、ガン・ヒシクイ等の渡り鳥の国内屈指の中

継地点となっているなど、多様な自然環境に恵まれ、鳥類が多数生息・飛来してい

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

２．３自然環境 

(1)流域の概要 

米代川流域は、原生的なブナ天然林が世界最大級の規模で分布することから、世

界自然遺産に登録された白神山地をはじめ、十和田八幡平国立公園や 4 つの県立公

園があり、山麓を中心に豊かな自然環境に恵まれています。 
流域の植生は、山間部では山麓を中心にスギの植林が広く分布し、標高が高い区

域には、ブナ林が分布しています。中腹部にはコナラ、クリ林が広く分布していま

す。 
一方、米代川沿川には、ヤナギ類等の高木群落が広く分布し、その他オニグルミ

群落等が分布しています。また、イタチハギ群落等の低木群落が分布し、草本群落

ではオギ群落やイタチハギ－オギ群落、ヨモギ群落等が見られます。 
魚類は、カジカやヤマメ等が生息し、アユやサクラマス等の産卵場所があります。

特に、米代川は東北屈指のアユの生息地ともいわれ、9～10 月になると、中流部の

広い瀬の続くところではアユの産卵する姿を見かけることができます。また、学術

上、重要な種となっているトゲウオ科のトミヨも確認される等、自然環境が豊かな

河川となっています。 
鳥類は貴重な種が多く、とくに白神山地や阿仁川上流部及び森吉山周辺には、天

然記念物に指定されたクマゲラが生息しています。さらに、河口部に広がる海岸砂

丘やその後背地の池沼・湿地などには、ガン・ヒシクイ等の渡り鳥の国内屈指の中

継地点となっているなど、多様な自然環境に恵まれ、鳥類が多数生息・飛来してい

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

アユ（アユ科） 

クマゲラ（キツツキ科） 

アユ（アユ科） 

クマゲラ（キツツキ科） 
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米代川水系河川整備計画（素案）と米代川水系河川整備計画（原案）の対比表 

 

 

米代川水系河川整備計画（素案） 米代川水系河川整備計画（原案） 

その他

（人工草地・人工

裸地・人工構造

物）

28.1%

ヤナギ類

27.7%
落葉広葉樹林

2.1%

その他低木林

1.7%

植林

 
４．２豊かな自然を次世代に引き継ぐ川づくり 

(1)動植物の生息・生育環境 

米代川では、平成２年から実施している「河川水辺の国勢調査」により多様な動植物の

生息・生育が確認されています。 
特に天然尺アユが生息する川として全国的に有名であり、多くの釣り人が集まる河川で

あるため、改修工事を行う際も、産卵床等の生育環境の改変を防ぐ必要があります。 
また、米代川には長い進化の歴史をたどって定着している在来種に混じって、他の場所

から持ち込まれ、住み着いてしまった外来種の動植物も生息しています。 
米代川の植生における外来種の占める面積は、平成 11 年度河川水辺の国勢調査（植物調

査）において、アレチウリに代表される外来草本群落が 6.8%、木本群落としてのハリエン

ジュが 0.8％となっています。 
米代川の豊かな自然環境を保全するためには、アレチウリ、ハリエンジュ、ブラックバ

スに代表される外来種の進入による攪乱から守るため、外来種対策を総合的に進め、米代

川に生息する生物の多様性の保全を図る必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 11 年度 河川水辺の国勢調査（植物調査） 

その他

（人工草地・人工

裸地・人工構造

物）

28.1%

水田

9.6%

畑

3.8% 自然裸地

4.9%

外来草本群落

（ｱﾚﾁｳﾘ等）

6.8%

ヤナギ類

27.7%
落葉 林

（

そ 林

（

外来木本群落

（ﾊﾘｴﾝｼﾞｭ等）

0.8%

在来草本群落

13.6%

 
４．２豊かな自然を次世代に引き継ぐ川づくり 

(1)動植物環境 

米代川では、平成２年から実施している「河川水辺の国勢調査」により多様な動植物の

生息・生育が確認されています。 
特に天然尺アユが生息する川として全国的に有名であり、多くの釣り人が集まる河川で

あるため、改修工事を行う際も、産卵床等の生育環境の改変を防ぐ必要があります。 
また、米代川には長い進化の歴史をたどって定着している在来種に混じって、他の場所

から持ち込まれ、住み着いてしまった外来種の動植物も生息しています。 
米代川の植生における外来種の占める面積は、平成 11 年度河川水辺の国勢調査（植物調

査）において、アレチウリに代表される外来草本群落が 6.8%、木本群落としてのハリエン

ジュが 0.8％となっています。 
米代川の豊かな自然環境を保全するためには、アレチウリ、ハリエンジュ、ブラックバ

スに代表される外来種の進入による攪乱から守るため、外来種対策を に進め、米代

川に生息する生物の多様性の保全を図る必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－６ 米代川の植生における外来種の割合 

平成 11 年度 河川水辺の国勢調 調査） 
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図４－６ 米代川の植生における外来種の割合 

植林
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0.1%
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米代川水系河川整備計画（素案）と米代川水系河川整備計画（原案）の対比表 

 

 39

米代川水系河川整備計画（素案） 米代川水系河川整備計画（原案） 

 
４．５住民参加と地域連携による川づくり 

昭和 47 年 7 月洪水で甚大な被害を受けた能代市中川原地区では、復旧後、水と緑のま

ちづくりを目指し、中川原地区連合自治会と行政との意見交換の場として「水とみどりを

語る会」を毎年開催し、各種河川愛護活動を積極的に実践しています。 
これからの河川整備は、地域のニーズや多様化に対応した河川管理を河川管理者だけで

実施していくには限界があります。 
「水とみどりを語る会」のように、地域住民と河川管理者が互いにパートナーとしての

役割を果たし、河川に関する地域のニーズを的確に把握し、きめ細やかな対応が可能とな

るよう、住民が川づくりに参画できる方策を積極的に進めていく必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域の自治会で組織している「水とみどりを語る会」 

 

［地元自治会が環境保全の一環として、意見交換会を実施している状況］ 
 

 
４．５住民参加と地域連携による川づくり 

昭和 47 年 7 月洪水で甚大な被害を受けた能代市中川原地区では、復旧後、水と緑のま

ちづくりを目指し、中川原地区連合自治会と行政との意見交換の場として「水と緑を語る

会」を毎年開催し、各種河川愛護活動を積極的に実践しています。 
これからの河川整備は、地域のニーズや多様化に対応した河川管理を河川管理者だけで

実施していくには限界があります。 
「水と緑を語る会」のように、地域住民と河川管理者が互いにパートナーとしての役割

を果たし、河川に関する地域のニーズを的確に把握し、きめ細やかな対応が可能となるよ

う、住民が川づくりに参画できる方策を積極的に進めていく必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

［地元自治会が環境保全の一環として、意見交換会を実施している状況］ 
 

地域の自治会で組織している「水とみどりを語る会」 
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米代川水系河川整備計画（素案）と米代川水系河川整備計画（原案）の対比表 
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米代川水系河川整備計画（素案） 米代川水系河川整備計画（原案） 

 

５．河川整備の目標に関する事項 

５．１洪水・高潮等による災害の発生の防止または軽減に関する目標 

５．１．１目標設定の背景 

～戦後最大洪水の来襲に不足する河川整備～ 
米代川では古くから洪水被害に見舞われており、特に昭和 26年 7月、昭和 47年
７月洪水においては、甚大な被害が発生しました。 
これに対して、河川改修や森吉山ダムの建設を進めてきていますが、現在におい

ても同規模の洪水が来襲した場合、甚大な被害が予想されます。 
また、洪水被害を最小限とするためには、河川管理施設の維持管理や洪水時の的

確な操作、内水被害への対応等の整備を進めるとともに危機管理体制の強化が必要

となります。 
 

５．１．２整備の目標 

(1)安全性の確保 

洪水による災害発生の防止及び軽減に関しては次の整備目標とします。 
 
・阿仁川合流点上流部 
当該区間において戦後におきた最大規模の洪水である昭和２６年７月洪水と同

規模の洪水が再び発生した場合に想定される家屋等への浸水被害を防止すること

を整備目標とします。 
 

・阿仁川合流点下流部 
当該区間において戦後におきた最大規模の洪水である昭和４７年７月洪水と同

規模の洪水が再び発生した場合に想定される家屋等への浸水被害を防止すること

を整備目標とします。 
  
 
 

表５－１ 主要地点における河道の目標流量 

河川名 主要地点名 地先名等 河道整備目標流量 備考 

鷹 巣 鷹巣町西大柳岱 3,800 m3/s 
S.26.7 
洪水対応 米代川 

（本川） 
二ツ井 二ツ井町字比井野 7,100 m3/s 

S.47.7 
洪水対応 

 
 

 

５．河川整備の目標に関する事項 

５．１洪水・高潮等による災害の発生の防止または軽減に関する目標 

５．１．１目標設定の背景 

～戦後最大洪水の来襲に不足する河川整備～ 
米代川では古くから洪水被害に見舞われており、特に昭和 26年 7月、昭和 47年
７月洪水においては、甚大な被害が発生しました。 
これに対して、河川改修や森吉山ダムの建設を進めてきていますが、現在におい

ても同規模の洪水が来襲した場合、甚大な被害が予想されます。 
また、洪水被害を最小限とするためには、河川管理施設の維持管理や洪水時の的

確な操作、内水被害への対応等の整備を進めるとともに危機管理体制の強化が必要

となります。 
 

５．１．２整備の目標 

(2)安全性の確保 

洪水による災害発生の防止及び軽減に関しては次の整備目標とします。 
 
・阿仁川合流点上流部 
当該区間において戦後におきた最大規模の洪水である昭和２６年７月洪水と同

規模の洪水が再び発生した場合に想定される家屋への浸水被害を防止することを

整備目標とします。 
 

・阿仁川合流点下流部 
当該区間において戦後におきた最大規模の洪水である昭和４７年７月洪水と同

規模の洪水が再び発生した場合に想定される家屋への浸水被害を防止することを

整備目標とします。 
  
 
 

表５－１ 主要地点における河道の目標流量 

河川名 主要地点名 地先名等 ※河道整備目標流量 備考 

鷹 巣 鷹巣町西大柳岱 3,800 m3/s 
S.26.7 
洪水対応 米代川 

(本川) 
二ツ井 二ツ井町字比井野 7,100 m3/s 

S.47.7 
洪水対応 

 
 

 
※河道整備目標流量：河道の整備で対応する流量。 

（米代川水系河川整備基本方針では、二ッ井 8,200 m3/s、鷹巣 5,400 m3/s） 
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米代川水系河川整備計画（素案）と米代川水系河川整備計画（原案）の対比表 
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米代川水系河川整備計画（素案） 米代川水系河川整備計画（原案） 

 

 

(2)危機管理体制の強化 

災害発生時はもとより、日頃からの備えの充実を図り、地域が一体となった危機管理

体制の強化を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               能代河川国道事務所による災害対策訓練 

 

   
危機管理体制の強化のため、下記事項について実施します。 

・情報の把握と提供 
・水防活動の充実 
・河川管理施設の管理と高度化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５－４ 光ファイバー・河川情報カメラ等の活用イメージ 

 

(2)危機管理体制の強化 

災害発生時はもとより、日頃からの備えの充実を図り、地域が一体となった危機管理

体制の強化を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               能代河川国道事務所による災害対策訓練 

 

   
危機管理体制の強化のため、下記事項について実施します。 

・情報の把握と提供 
・水防活動への支援強化 
・河川管理施設の管理と高度化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５－４ 光ファイバー・河川情報カメラ等の活用イメージ 
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米代川水系河川整備計画（素案）と米代川水系河川整備計画（原案）の対比表 
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米代川水系河川整備計画（素案） 米代川水系河川整備計画（原案） 

 

５．２河川の適正な利用および流水の正常な機能の維持に関する目標 

５．２．１目標設定の背景 

～４年に１回の頻度で二ッ井地点の正常流量（概ね４５m3/s）を下回る～ 

米代川は、幾度と無く渇水被害を経験しており、昭和 48 年渇水では農業用水の
一部取水不能、水道用水への塩水混入等甚大な被害が発生しています。 
このような渇水は頻繁に発生していることから、人々の生活はもとより多様な動

植物の生息・生育環境の保全、河川の水質保全を図るためには、必要な流量を確保

するとともに、限りある水資源を有効に活用する必要があります。 
 
５．２．２整備の目標 

(1)渇水被害の軽減 

概ね 10年に 1回程度起こりうる渇水時においても、主要地点及び基準地点とな
る米内沢地点及び二ツ井地点で流水の正常な機能を維持するための流量を森吉山

ダムにより確保しつつ、関係機関との調整を行い、渇水被害の軽減を図ります。 
 
 
 
 
 
 

      
図５－５ 米代川の渇水時の基準地点 

 
             表５－３ 確保する流量 
 

 
 
 

渇水被害軽減を図るため、下記事項について実施します。 
・水資源開発施設の建設による流量の確保 
・情報の把握と提供 
・関係機関と連携した渇水調整 

(2)流水の適正な管理 

限りある水資源の有効利用を図るため、下記事項について実施します。 
・水利用の合理化及び水資源の有効活用 
・取水管理 
・関係機関との連携による水質汚濁対策 

 
 
  

基準(主要)地点 確 保 す る 流 量 
米内沢 概ね  9m3/s 
二ツ井 概ね 42m3/s 

 
５．２河川の適正な利用および流水の正常な機能の維持に関する目標 

５．２．１目標設定の背景 

～４年に１回の頻度で二ッ井地点の正常流量（概ね４５m3/s）を下回る～ 

米代川は、幾度と無く渇水被害を経験しており、昭和 48 年渇水では農業用水の
一部取水不能、水道用水への塩水混入等甚大な被害が発生しています。 
このような渇水は頻繁に発生していることから、人々の生活はもとより多様な動

植物の生息・生育環境の保全、河川の水質保全を図るためには、必要な流量を確保

するとともに、限りある水資源を有効に活用する必要があります。 
 

５．２．２整備の目標 

(1)渇水被害の軽減 
概ね 10 年に 1 回程度起こりうる渇水時においても、主要地点及び基準地点とな
る米内沢地点及び二ツ井地点で流水の正常な機能を維持するための流量を森吉山

ダムにより確保しつつ、関係機関との調整を行い、渇水被害の軽減を図ります。 
表５－３ 主要地点における渇水時の確保する流量 
基準(主要)地点 確保する流量 
米内沢 概ね  9m3/s 
二ツ井 概ね 42m3/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５－５ 米代川における渇水時の確保流量 
渇水被害軽減を図るため、下記事項について実施します。 
・水資源開発施設の建設による流量の確保 
・情報の把握と提供 
・関係機関と連携した渇水調整 

(2)流水の適正な管理 

限りある水資源の有効利用を図るため、下記事項について実施します。 
・水利用の合理化及び水資源の有効活用 
・取水管理 
・関係機関との連携による水質汚濁対策 
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米代川水系河川整備計画（素案） 米代川水系河川整備計画（原案） 

  

 

 
 (3)森吉山ダムの建設と管理運用 

流水を調節し、河道への負担及び洪水被害の軽減、渇水被害の軽減等を図るため、

阿仁川右支川小又川に森吉山ダムを完成させます。 
森吉山ダムは、阿仁川右支川の小又川に建設する多目的ダムで、洪水調節、流水

の正常な機能の維持、かんがい用水、水力発電、水道用水確保の５つの目的を持つ、

ロックフィルダムであり、建設にあたっては、※エコダム検討委員会の設立を行う等、

環境に配慮したダム建設を行っていきます。 

森吉山ダムの洪水調節計画は、高水流量 2,300m3/sのうち、2,200m3/sの洪水調節
を行い、ダム下流の洪水被害を軽減させます。 

新たな水利用として、合川町に対して１日最大 5,000m3、森吉町に対して１日最

大 4,500m3の水道用水を供給するとともに、合川町・鷹巣町・森吉町にまたがる大

野台地域の農地約 200ha に対して最大 0.145m3/s の畑地かんがい用水を供給しま
す。また、新設される森吉発電所において最大 10,600kwの発電を行います。 

流水の正常な機能を維持するための流量として、１０年に１回程度起こりうる渇

水時においても、二ッ井地点で概ね４２m3/sを確保します。 

ダムの完成後の維持・管理にあたっては、堆砂量や水質など、貯水池の状況を把

握するとともに、機能の維持及び堤体の安全性に必要な観測を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
※エコダム検討委員会：自然環境や景観に配慮したダム建設を行うための検討委員会。 
 

 
 (3)森吉山ダムの建設と管理運用 

流水を調節し、河道への負担及び洪水被害の軽減、渇水被害の軽減等を図るため、

阿仁川右支川小又川に森吉山ダムを完成させます。 
森吉山ダムは、阿仁川右支川の小又川に建設する多目的ダムで、洪水調節、流水

の正常な機能の維持、かんがい用水、水力発電、水道用水確保の５つの目的を持つ、

ロックフィルダムであり、建設にあたっては、※エコダム検討委員会の設立を行う等、

環境に配慮したダム建設を行っていきます。 

森吉山ダムの洪水調節計画は、高水流量 2,300m3/sのうち、2,200m3/sの洪水調節
を行い、ダム下流の洪水被害を軽減させます。 

新たな水利用として、合川町に対して１日最大 5,000m3、森吉町に対して１日最

大 4,500m3の水道用水を供給するとともに、合川町・森吉町にまたがる大野台地域

の農地約 200haに対して最大 0.145m3/sの畑地かんがい用水を供給します。また、
新設される森吉発電所において最大 10,600kwの発電を行います。 

流水の正常な機能を維持するための流量として、１０年に１回程度起こりうる渇

水時においても、二ッ井地点で概ね４２m3/sを確保します。 

ダムの完成後の維持・管理にあたっては、堆砂量や水質など、貯水池の状況を把

握するとともに、機能の維持及び堤体の安全性に必要な観測を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
※エコダム検討委員会：自然環境や景観に配慮したダム建設を行うための検討委員会。 
 

 

図６－５ 森吉山ダム位置図 

森吉山ダム完成予想図 

 

図６－５ 森吉山ダム位置図 

森吉山ダム完成予想図 
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米代川水系河川整備計画（素案） 米代川水系河川整備計画（原案） 

 
(6)水防活動拠点の整備 

地域と一体となった防災活動を進めるために、気象庁及び県や市町村等の関係機関と連携し、河川情

報の発信や水防活動、避難活動等の拠点となる防災ステーション等の防災関連施設について整備を行

い、危機管理体制の強化を図ります。 
 

表６－３ 防災関連施設設置予定箇所 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(6)水防活動拠点の整備 

地域と一体となった防災活動を進めるために、気象庁及び県や市町村等の関係機関と連携し、河川

情報の発信や水防活動、避難活動等の拠点となる防災ステーション等の防災関連施設について整備を

行い、危機管理体制の強化を図ります。 
 

表６－３ 防災関連施設設置予定箇所 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

(ア)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

設 置 地 区 箇所数 
能 代 地 区 １ 
二ッ井地区 １ 
鷹 巣 地 区 １ 
合   計 ３ 

設 置 地 区 箇所数 
能 代 地 区 １ 
二ッ井地区 １ 
鷹 巣 地 区 １ 
合   計 ３ 

平常時 洪水時 

能代地区

二ッ井地区

鷹巣地区

〔平常時：地域住民のﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの場〕 〔洪水時：水防活動の基地〕 

図６－１３ 防災関連施設予定箇所 位置図 

図６－１２ 防災関連施設イメージ 

平常時 洪水時 

〔平常時：地域住民のﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの場〕 〔洪水時：水防活動の基地〕 

図６－１３ 防災関連施設予定箇所 位置図 

図６－１２ 防災関連施設イメージ 

能代地区

二ッ井地区

鷹巣地区

11 / 16 ページ



米代川水系河川整備計画（素案）と米代川水系河川整備計画（原案）の対比表 

 

 73

米代川水系河川整備計画（素案） 米代川水系河川整備計画（原案） 

 

③水防活動の充実 

河川水害の被害を軽減させるために実施する水防活動は、市町村が主体となって実施す

ることとなっていますが、地域住民の安全確保のため、国土交通省・自治体・水防管理団

体が連携し、出水期前に重要水防箇所の合同巡視や情報伝達訓練・水防技術講習会・水防

訓練等を実施し、水防技術の習得と水防活動に関する理解と関心を高め、洪水等に備えま

す。 
また、大規模な災害が発生した場合において、河川管理施設及び公共土木施設等の被災

情報の把握や迅速かつ効果的な緊急復旧、二次災害防止のための処置方法等に関して専門

的知識を持っている、※防災エキスパートとの協力体制を強化し、対応していきます。 
その他、水防資材の備蓄倉庫等については、各水防管理団体とともに整備の充実を図り、

定期的に水防活動に必要な備蓄資材の点検を実施し、災害発生時に耐えうる資材の確保や

体制づくりを図っていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※防災エキスパート：道路や河川、海岸堤防などについて専門的な知識を持った人であり、公共土木建設被災情報の迅速

な収集にボランティアで協力してくれる人。 
 

③水防活動への支援強化 

河川水害の被害を軽減させるために実施する水防活動は、市町村が主体となって実施す

ることとなっていますが、地域住民の安全確保のため、国土交通省・自治体・水防管理団

体が連携し、出水期前に重要水防箇所の合同巡視や情報伝達訓練・水防技術講習会・水防

訓練等を実施し、水防技術の習得と水防活動に関する理解と関心を高め、洪水等に備えま

す。 
また、大規模な災害が発生した場合において、河川管理施設及び公共土木施設等の被災

情報の把握や迅速かつ効果的な緊急復旧、二次災害防止のための処置方法等に関して専門

的知識を持っている、※防災エキスパートとの協力体制を強化し、対応していきます。 
その他、水防資材の備蓄倉庫等については、各水防管理団体とともに整備の充実を図り、

定期的に水防活動に必要な備蓄資材の点検を実施し、災害発生時に耐えうる資材の確保や

体制づくりを図っていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※防災エキスパート：道路や河川、海岸堤防などについて専門的な知識を持った人であり、公共土木建設被災情報の迅速

な収集にボランティアで協力してくれる人。 
 

表蓆張り工（防水シート） 訓練状況 

合同巡視の実施状況 

重要水防箇所冊子 

わく入れ工 訓練状況 表蓆張り工（防水シート） 訓練状況 

合同巡視の実施状況 

重要水防箇所冊子 

わく入れ工 訓練状況 
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米代川水系河川整備計画（素案） 米代川水系河川整備計画（原案） 

 

 

６．３．４水質事故時の対応 

(1)水質汚濁対策 

水質事故が年々増加していることから、「米代川水系水質汚濁対策連絡協議会」を活用

し、防除活動に必要な資材の備蓄を行うとともに、迅速な対応が行えるよう水質事故訓練

等を実施します。その他、住民への広報等の充実により、家庭からの生活排水等による水

質汚濁に対する意識の啓発を図り、発生の未然防止に努めます。 
また、事故発生時には関係機関の連携による早期対応により、被害の拡大防止に努めま

す。そのためには、連絡体制と情報提供のより一層の強化を図り、水質事故防止対策の充

実を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

          

 
 
 

 

６．３．４水質事故時の対応 

(1)水質汚濁対策 

水質事故が年々増加していることから、「米代川水系水質汚濁対策連絡協議会」を活用

し、防除活動に必要な資材の備蓄を行うとともに、迅速な対応が行えるよう水質事故訓練

等を実施します。その他、住民や事業所への広報等の充実により、生活排水や産業排水等

による水質汚濁に対する意識の啓発を図り、発生の未然防止に努めます。 
また、事故発生時には関係機関の連携による早期対応により、被害の拡大防止に努めま

す。そのためには、連絡体制と情報提供のより一層の強化を図り、水質事故防止対策の充

実を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

          

 
 
 

図６－２６ 水質事故連絡系統図 水質事故の未然防止に向けたポスター

「米代川水系水質汚濁連絡協議会」開催状況 水質事故訓練実施状況
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図６－２６ 水質事故連絡系統図 水質事故の未然防止に向けたポスター

「米代川水系水質汚濁連絡協議会」開催状況 水質事故訓練実施状況
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米代川水系河川整備計画（素案） 米代川水系河川整備計画（原案） 

 

 
 
 

           
 
 
 

 
 
 

           
 
 
 

図６－２９ ｉモードによる情報提供 

図６－２７ 河川のＩＴ活用イメージ 

URL:http://i.river.go.jp/ 

図６－２８ インターネットによる情報提供 

URL:http://www.river.or.jp/ 

図６－２９ ｉモードによる情報提供 

図６－２７ 河川のＩＴ活用イメージ 

URL:http://i.river.go.jp/ 

図６－２８ インターネットによる情報提供 

URL:http://www.river.or.jp/ 
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米代川水系河川整備計画（素案） 米代川水系河川整備計画（原案） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更無し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

６．４．２住民参加と地域との連携による川づくり 

河川整備計画を策定するためには、地域の人々が、米代川に関心を持ち意見が出

せる様な体制づくりや地域と河川管理者とのパートナーシップが必要です。 
そのためには、地域の出先機関である二ツ井出張所や鷹巣出張所が窓口となり、

誰でも気軽に米代川の各種情報の収集や意見、要望を出せる様にすることが必須で

あり、地域における河川愛護団体や様々な分野の団体等と河川管理者とのパートナ

ーシップを確立し、団体の設立や育成について支援を行い、地域に根ざしたより良

い川づくりを行っていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

６．４．２住民参加と地域との連携による川づくり 

これからの川づくりは、河川管理者と地域の人々が協働し、「公（行政）」と「私

（地域住民）」、「共（町内会、自治会）」に「協（ボランティア、NPO）」を加
えた四者の連携が必要となります。 
川づくりにあたっては、四者の役割分担を明確にし、ハード（テクノロジー）に

よる川づくりとしくみをつくるソフト（システム）、そして流域に住む人々のハー

ト（意識・心）による取り組みが必要となります。 
地域における河川愛護団体や様々な分野の団体等と河川管理者とのパートナーシ

ップを確立し、団体の設立や育成、団体間の調整を行い、地域に根ざしたより良い

川づくりを行っていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

住民参加による河川管理施設の清掃 

住民参加による河川管理施設の清掃 

私 
（地域住民） 

共 
町内会 
自治会 

公

（行政）

協 
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

NPO 

図６－３１ これからの川づくりイメージ 
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米代川水系河川整備計画（素案） 米代川水系河川整備計画（原案） 

 

 

 

６．４．３フォローアップ・見直し 

本整備計画策定後の各種施策等の実施にあたり、計画の進捗状況や社会情勢、地

域の要請等に変化が生じた場合は、計画のフォローアップを行い必要に応じて見直

しを行います。 
そのためには、治水・利水・環境に関する河川整備の目標を念頭に置き、米代川

の現状や地域の要望等の把握に努め、地域のシンボルとなる川づくりを常に目指し
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